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オープニング 

●毛利家文庫には、江戸時代、萩

藩庁で作成された冊子型の記録が

数多く残っています。これらを見る

と、古い時代（１７世紀後半）のもの

は文字が大きく、１頁の行数が少な

いのに対し、時代が新しくなるにつ

れ（１８世紀中期以降）、文字が小さ

く、行数も多いことに気がつきます。 

 

●萩藩は、18世紀初め以降、役人

たちに対し、仕事で文書を作成する

時は、「できるだけ小さな文字で」、

「行数は規定の数、あるいはそれ以

上で書きなさい」とくり返し指示して

います。藩財政が苦しい中、使う紙

の量を減らし、支出を省くためでし

た。ルールを守らない者は処罰する

とも通知しています。 

 

●萩藩庁における文書作成のルー

ルを紹介します。 

萩 城 天 守 閣 写 真 

（吉田樟堂文庫2706） 

山口県文書館書庫内の

「毛利家文庫」 
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●宝永3年(1706)8月、藩は各代官

に対し、提出する帳簿類（「勘文」）は

できるだけ「細字」で書くように、と指

示しています。現在確認できる限

り、文字の大きさについて指示した

最初のケースです。 

宝永3年(1706)8月21日の通達 -文字の大きさに関する最初の指示－ 
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「二十八冊御書付」（毛利家文庫・40法令135〈29の8〉） 
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●享保3年(1718)5月、役人に対し

倹約を命じた通達中の一条です。

「紙の使用量が増えているので、で

きるだけ『細字』（小さな字）で書くよ

うに。１尺（３０センチ）の紙には１０

行をメドに書くように」と指示してい

ます。 

享保3年（1718）5月28日の通達 -1尺の紙には10行を目途に- 
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できるだけ

「細字」で！ 

１尺の紙は10行

をメドに！ 

「二十八冊御書付」（毛利家文庫・40法令135〈29の8〉） 
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●役所で作成する文書につき、先年

（享保3年）、細字（小さな字）で書

くように命じ、基準となる行数を指示

したものの、近年それが守られていな

いとして、あらためて紙の種類別に行

数を定め、その遵守を命じた通達で

す。以後、これが長く基準となりまし

た。  

享保11年(1726)12月の通達（１） -紙の種類別に基準行数を設定- 
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●書状・手紙を書く場合、未使用箇

所(「空紙」)が無いよう字を詰め「細

字」で書くように指示するとともに、

具体的に、紙の種類ごとに基準行数を

示しています。以下のとおりです。 

・半紙＝15行、折った場合片側７行 

・新小杉紙＝17行、前同８行 

       （次ページに続く） 

享保11年(1726)12月の通達（２）-紙の種類別に基準行数を設定- 
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享保11年(1726)12月の通達（３）-紙の種類別に基準行数を設定- 

●行数を指示した部分の続きです。 

・新折紙 ＝19行、前同９行 

・広折紙 ＝21行、前同10行 

・手紙 ＝20行、継立の場合は21行 
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●基準行数を定めたものの、１行程

度の違いは認めること、２～３行は増

えてもよいこと、役人交代時にはきち

んと後役に指示を伝え、役所の責任者

はつねづね気をつけておくように、と

命じています。なお、ほぼ100年後の

文政6年（1823）には一部の紙につ

き、よりきびしい行数規定が定められ

ています。 

享保11年(1726)12月の通達（４）-紙の種類別に基準行数を設定- 
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「御用状控」にみる行数、文字の大きさの違い（１） 

貞享3年（1686）の「御用状控」 

・文字の大きさや行数に関してまだ明確な指示がなかった時代の記録です。 

・１頁５行で書かれています。 

・後年と比べれば、文字も大きいです。 

 

●「御用状控」は、江戸と萩の重役

間でやりとりされた書状が書き留めら

れ た 萩 藩 の 記 録 で す。貞 享3年

（1686）から嘉永5年（1852）まで

のもの605冊が毛利家文庫に残されて

います（49状控類）。 

●この「御用状控」をサンプルにし

て、行数や文字の大きさが時代により

どのように違っているか、役人たちが

ルールをきちんと守っていたのか、

チェックしてみましょう。 
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享保18年（1733）の「御用状控」 

・１頁７行で書かれています。 

・貞享3年分の記録と比べると、文字もやや小さくなっています。 

 

●紙の種類ごとに基準となる行数を

定めた享保11年の通達以後に作成さ

れた「御用状控」です。役人たち、

ルールを守っているようです。 

「御用状控」にみる行数、文字の大きさの違い（２） 
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嘉永元年（1848）の「御用状控」 

・１頁9行で書かれています。 

・文字も小さく、「細字」で書かれています。 

 

●行数の基準がよりきびしくなった

文政6年以後に作成された「御用状

控」です。17世紀後期のものと比べ

れば、行数、文字の大きさの違いは歴

然としています。 

「御用状控」にみる行数、文字の大きさの違い（３） 


